みうら市議会だより表紙写真　応募用紙
必要事項を入力し、写真とあわせてメールでご提出ください。
３点まで応募可能ですが、応募作品１点ごとに応募用紙をご提出ください。
	ふ り が な
	

	氏　　 名
	

	氏名の掲載
	□　希望する　　□　希望しない
□　ペンネームの掲載を希望する

	ペンネーム
※10文字以内
	

	保護者の承諾
※応募者が未成年の方のみ
	□　承諾を得ました
保護者氏名（　　　　　　　　　　）

	住　　　所
	〒


	市外在住の方
	三浦市内に、□在勤　　□在学

	電話番号
	　

	応募作品のタイトル
※15文字以内
	

	撮影年月
※１年半以内に限る
	令和　　　年　　　月

	撮影場所
※原則、市内写真に限る
	

	被写体の承諾
	□　承諾を得ました
□　承諾が必要ない
（特定の人物や個人所有のものではない）

	応募作品の説明
※任意項目
	





	【注意事項】
· 三浦市内在住、もしくは市内に通勤・通学している方が応募できます。
· 作品は、応募者本人が三浦市内（原則）で１年半以内に撮影したものに限りま　す。
· 作品は、応募者本人に著作権があり、原則縦向きで、未発表・無加工の作品に限ります。
· 作品は、おおよそ３～１０MB程度のデジタルデータで提供できるものに限ります。
· 必要に応じてトリミング処理等をすることがあります。
· 応募にかかる費用は応募者の負担とさせていただきます。
· 「みうら市議会だより」は、市内各世帯や駅、公共施設などに配布するほか、市公式ウェブサイトでも公開します。
· 議会だより編集委員会で採用作品を選考します。なお、選考に関するお問い合わせには応じられません。
· 応募者の個人情報は本募集に関すること以外には使用しません。
· 特定の人物や個人の所有物を撮影した場合は、必ず被写体（未成年者の場合は保護者）または所有者の承諾を得てください。
· 応募作品は、無償で三浦市議会が使用することに許諾されたものとします。
· 応募された作品の利用または掲載により応募者に対して発生した損害について、三浦市議会は一切の責任を負わないものとします。
· 応募作品に関する肖像権、著作権等の問題が発生した場合、その責任及び解決の全ては応募者に帰属し、三浦市議会は一切の責任を負いません。
□　上記の注意事項を確認し、同意します。


【お問い合わせ先】
三浦市議会事務局　議会総務課
電　話： 046-882-1111（内線463）
メール： gikai01@city.miura.kanagawa.jp
	受　付　日
	令和　　年　　　月　　　日
	受付№
	

	備　　　考
	


＜議会事務局記入欄＞
次ページの注意事項を必ず確認してください
入力内容に誤りがないか必ず確認してください
